
 

 学童保育クラブ 育成料や入会後の手続き 

 

育成料（月額 9,000 円） 

町田市学童保育クラブ設置条例に基づき、学童保育クラブの運営にかかる経費の一部を「学童保育クラブ育成料」として保

護者の皆様に負担していただいています。学童保育クラブを安定して運営するために、ご理解とご協力をお願いいたします。 

※ おやつ代・保護者会費は別途かかります。学童保育クラブにお支払いください。 

※ 世帯の所得に応じて育成料の減額・免除の制度があります。 

入会時の申請で□ 申請しますにチェックを入れている、もしくは減免申請書を提出されている方に対して、承認・不承認を

別途通知いたします。 

 

 

 

 

育成料区分表・減免申請についてはこちらから 

まちだ子育てサイト＞目的からさがす＞あずける＞学童保育クラブ＞育成料について 
 

特別育成料（延長料金） 

日額 500 円（月額上限 2,000 円）  ※朝と夕方利用しても５００円です。  

                ８:００         ８:３０       下校時               １８:００      １９:００ 

学校のある日 
    

学 校 休 業 日  

（土曜日・夏休みなど） 

    

 
 

育成料の支払い方法 

育成料の支払いは、便利な口座振替をご利用ください。一度口座登録すると、翌年以降も利用が可能です。 

 

口座振替している方  翌年度以降も手続き不要で引き落としができます。 

⚫ 毎月月末（末日が金融機関休業日の場合、翌営業日）に引き落としします。 

⚫ 振替できなかった場合、後日、納付書をお送りしますので、金融機関やコンビニエンスストアで直接お支払いください。 

 

納付書払いしている方  年に２回 納入通知書をお送りします。 
⚫ 4 月中旬に 4～6 月分、7 月中旬に 7 月～翌年 3 月までの納入通知書を発送します。 

⚫ 利用月の月末が納付期限となります。 

⚫ コンビニエンスストア等で納付できるほか、PayPay、LINEPay、auPAY、d 払いなどキャッシュレス決済が利用可能です。 

 

－◀◀あらたに口座登録される方は、裏面の方法をご利用ください▶▶－ 

  

減額・免除の申請 世帯の所得等に応じた判定 減額・免除の決定
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https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/2/4/7239.html


  

新たに口座振替をされる場合   
 

利用月の前月末までのお手続きが必要です（翌月分の育成料から引き落としを開始します）。 

 

★Web 口座振替受付サービス可 ○児童青少年課で受付可 

口座振替のお申込みについてはこちらから 

まちだ子育てサイト＞目的からさがす＞あずける＞学童保育クラブ＞育成料について＞育成料の支払い方法について 

 

Web 口座振替受付サービス （上記の★のついた金融機関の口座をお持ちの方） 

金融機関に出向く手間がなく、パソコンやスマートフォンなどで登録が可能です。ぜひご活用ください。 

児童青少年課窓口で手続き（上記の○のついた金融機関の口座をお持ちの方） 

キャッシュカードと運転免許証などの身分証明書をお持ちいただければ、児童青少年課の窓口で受付できます。登

録される口座の名義人ご本人がお手続きください。（受付：月曜日から金曜日の８：３０～１７：００） 

金融機関で手続き（上記の金融機関の口座をお持ちの方） 

口座振替依頼書に記入して金融機関でお手続きすることもできます。口座振替依頼書は、各学童保育クラブまた

は市役所にあります。 

※特別育成料（延長料金）の支払方法は各学童保育クラブで異なります。詳しくは上記ＱＲコードからホームページをご覧ください。 

※過去にきょうだいが在籍していて、同じ口座を利用される場合は、申込み不要です。 

入会後の手続き －変更・退会・入会辞退－ 

変更・退会等の手続きは、オンライン申請、もしくは書類に記入の上、児童青少年課に 

提出してください（郵送可）。なお、退会日を受付日より前にさかのぼることはできません。  

・オンライン申請の場合：開庁時間外に申請された場合は、翌開庁日が受付日となります。 

・書類の場合：書類が児童青少年課に届いた日が受付日となります。 

  

      問い合わせ先    町田市子ども生活部児童青少年課学童保育係 

TEL 042-724-2182 平日の午前８時３０分から午後５時まで 

 

みずほ銀行★○ 

きらぼし銀行★○ 

東日本銀行★○ 

西武信用金庫 

町田市農業協同組合 

三菱ＵＦＪ銀行★○ 

横浜銀行★○ 

横浜信用金庫○ 

城南信用金庫 

ゆうちょ銀行★○ 

三井住友銀行★○ 

三菱 UFJ 信託銀行 

川崎信用金庫 

多摩信用金庫 

 

りそな銀行○ 

三井住友信託銀行 

芝信用金庫 

中央労働金庫○ 

 手続きが必要なとき 書類 オンライン申請 

変更  
提出した就労証明書の内容が変わったとき 就労証明書  

住所や家庭の状況などに変更があるとき 
変更届・転所申請書 

転所  転校等により学童保育クラブを変更するとき 

退会  入会承認期間の途中で退会を希望するとき 
退会届・入会辞退届 

 

入会辞退 入会前に入会申請を取り下げるとき 

方法 
１ 

方法 
２ 

４ 

おすすめ 

オンライン申請操作 

マニュアルはこちら↓ 

退会のみ 

申請可 

＜口座振替が可能な金融機関＞ 

 

方法 
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まちだ子育てサイト＞目的からさがす＞あずける＞学童保育クラブ 

https://kosodate-machida.tokyo.jp/soshiki/4/2/4/7239.html

